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2１．はじめに

◼ 2025年度包括的検証の検証項目として、「現在の仕組みの再確認」の中に 「リクワイアメント、ペナ
ルティ強度の状況」を設け、 計画停止のリクワイアメントについて検証した。

◼ 検証結果を踏まえ、落札した年度途中に運開する電源（以降「期中運開電源」とする。）における、
「容量停止計画」をはじめとしたリクワイアメント・ペナルティの見直しを検討したため、本日はご意見をい
ただきたい。



3（参考）計画停止のコマカウントの整理

第68回 容量市場の在り方等
に関する検討会 資料3より
（2025/9/30）
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＜CfE（年度途中での新規運開・停止する電源の取り扱い）への意見＞

◼ 公平性の観点から運開時期に応じた適切化は必要。

◼ 運開以降の運転可能期間の内、半分の期間を停止してもペナルティ対象外となるよう設定

（参考）本件に関するご意見

＜第68回本検討会でのご意見（抄）＞

◼ 今日の資料の中では、52ページ目のリクワイアメントのところで、年度途中での運開電源は、この（180日とい
う）日数でいいのかに関しては、この辺りは非常に単純なので、やはり手を入れるべきだろうと感じた。見落としのよ
うな感じがあったかと考える。

2026/3/25川原
・電事連の指摘をうけ、CfEへの意見欄を修正

＜CfE（年度途中での新規運開・停止する電源の取り扱い）への意見例＞

◼ 公平性の観点から運開時期に応じた適切化は必要。

◼ 運開以降の運転可能期間の内、半分の期間を停止してもペナルティ対象外となるよう設定
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◼ 安定電源及び変動電源においては、「計画停止」のリクワイアメントとして電源等の供給力を提供でき
るように設備の状態を維持することを求めており、容量停止計画を提出する場合※1については、年間
8,640コマ（180日相当； 以下、「控除日数」という。 ）を上限に出力停止等を認めている。

◼ 運開前の期間については容量停止計画の対象外のため、例えば11月1日に運開する電源の場合、
運開後の全期間（11月1日～3月31日）で容量停止計画を提出した場合においても、控除日
数に収まる。

※1 電源等の維持・運営に必要な作業に伴い出力停止等する場合、及び、流通設備作業等に伴い出力停止等する場合（高圧及び低圧等の流通設備作業は除く）、並びに、
地元自治体との協定の履行に伴い出力停止等する場合。
※2 メイン・追加オークションにおける期中運開電源は、運開前期間のアセスメント容量を0で登録することとしている。
※3 容量停止計画が計画的に提出されていない場合、リクワイアメント未達成コマに５を乗じる場合があるが、計画的に提出されているものとし、実需給年度が365日である年とする。
うるう年の対応は業務マニュアル等で詳細説明。

4月1日
（実需給期間開始）

11月1日
（発電所A運転開始）

3月31日
（実需給期間終了）

容量停止計画の提出期間
提出期間の停止コマ数：7248※３

容量停止計画の対象外

停止コマ数の設定が控除日数
（8640コマ）よりも小さい

２．期中運開電源に関するリクワイアメント（現在の設定）
①運開後に出力停止等があった場合の容量停止計画の停止コマ数

事例①

発電所A

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

アセスメント対象容量（単位：kW）※２＜発電所Aの前提条件＞
新設電源であり11月1日から運開
定格出力：30,000kW
アセスメント対象容量：右表のとおり
契約容量：12,500kW
契約単価：12,000 円/kW
容量確保契約金額：150,000,000円



6（参考）年間8,640コマ（180日相当）の計画停止のペナルティレート（1/3）

◼ 需給ひっ迫のおそれの高い時期として、夏季（7､8月）、及び冬季（1,2月）に、その前後の半月
（6月下旬、9月上旬、及び12月下旬、3月上旬）を加えた約6か月間（約185日）が稼働可能
な計画であることをリクワイアメントとして求めることとし、控除日数の検討が行われた。

第13回 容量市
場の在り方等に関
する検討会 資料
4より
（2018年7月
12日）



7（参考）年間8,640コマ（180日相当）の計画停止のペナルティレート（2/3）

◼ 計画停止のリクワイアメントにおける経済的ペナルティについては、1年間停止としていた場合に経済的
ペナルティが年間上限額（容量確保契約金額の110％）となるように設計されている。

第13回 容量市場の
在り方等に関する検討
会 資料4より
（2018年7月12
日）

コマ単位では1/48となり、
0.0125%/コマ



8（参考）年間8,640コマ（180日相当）の計画停止のペナルティレート（3/3）

◼ 控除日数（8,640コマ）を超過した場合の経済的ペナルティは、控除日数を超過したリクワイアメント
未達成コマ数 × 0.0125（％/コマ）としている。

容量市場メイ
ンオークション
についてより
（2025年7
月）
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◼ 実需給期間中の経済的ペナルティの月間上限額は容量確保契約金額×18.3%としている。

◼ 期中運開電源は、運開後の全期間で経済的ペナルティが上限まで発生した場合において、容量確
保契約金額よりも経済的ペナルティ金額が下回る場合がある。

＜発電所Aの前提条件＞
新設電源であり11月1日から運開
定格出力：30,000kW
アセスメント対象容量：右表のとおり
契約容量：12,500kW
契約単価：12,000 円/kW
容量確保契約金額：150,000,000円

発電所A

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

アセスメント対象容量（単位：kW ）

運開後の全期間中で経済的ペナルティが月間上限まで発生した場合

この例では、運開後の全月で経済的ペナルティが月間上限額の18.3％となっ
た場合でも、容量確保契約金額に対し、ペナルティ金額が下回る

２．期中運開電源に関するリクワイアメント（現在の設定）
②実需給期間中の経済的ペナルティの月間上限額

事例②

金額 備考

①容量確保契約金額 150,000,000円

②ペナルティ合計 137,250,000円 ①×18.3%×５か月

①－② 12,750,000円



10（参考）月間上限額18.3％のペナルティレート

◼ 容量市場では、容量確保契約金額を毎月支払う仕組みの中で、供給力の提供を継続的に行うイン
センティブを図るため、経済的ペナルティの過剰な偏りがないよう、月間上限額の設定を行っている。

◼ 高需要期の需給ひっ迫のおそれがあるときのペナルティが発生しやすくなる点から、夏季（7、8月）と
冬季（1､2月）の4か月間に前後の半月（6月下旬、9月上旬、及び12月下旬、3月上旬）を加
えた6か月間でインセンティブが確保されるよう、年間の容量確保契約金額の18.3%がペナルティ金
額の月間上限額として設定された。

第13回 容量
市場の在り方
等に関する検
討会 資料4より
（2018年7月
12日）



11（参考）月間上限額18.3％のペナルティレート（募集要綱より）

容量市場 メインオークション
募集要綱（対象実需給年
度：２０２９年度）より
（2025年7月31日）
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◼ 容量確保契約金額を12で除した金額から実需給期間中の経済的ペナルティ等を差し引いた金額を、
容量提供事業者に各月支払う仕組みとなっているため、期中運開電源については運開前から各月の
容量確保契約金額の支払いが行われる。

◼ このため、期中運開後の経済的ペナルティの状況によっては、月ごとの経済的ペナルティが容量確保
契約金額を上回る可能性が高くなる。

＜発電所Aの前提条件＞
新設電源であり11月1日から運開
定格出力：30,000kW
アセスメント対象容量：右表のとおり
契約容量：12,500kW
契約単価：12,000 円/kW
容量確保契約金額：150,000,000円

発電所A

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

アセスメント対象容量（単位：kW）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

経済的ペ
ナルティ
【円】

0 0 0 0 0 0 0 27,450,000 27,450,000 27,450,000 27,450,000 27,450,000 137,250,000

容量確保
契約金額
の支払額
【円】

12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 150,000,000

月ごとの収
支【円】

12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 14,950,000 14,950,000 14,950,000 14,950,000 14,950,000 12,750,000

運開後の期間中で経済的ペナルティが発生した場合

期中運開後の経済的ペナルティの状況によっては、
月ごとの経済的ペナルティが容量確保契約金額を上回る可能性が高くなる。

期中運開電源については運開前から
各月の容量確保契約金額の支払いが行われる

２．期中運開電源に関するリクワイアメント（現在の設定）
③容量確保契約金額の支払開始時期

事例③

（２ぽつ）
原案）このため、期中運開後の経済的ペナル
ティの状況によっては、未回収リスクが生じる可
能性がある。
⇒修正案）このため、期中運開の電源のケー
スにおいては、供給力の提供開始前（運開
前）に支払が開始されることから、経済的ペナ
ルティ等の差し引きを行うと請求が生じる可能
性がでてしまう。
3/26 永渕

2026/3/25川原
・電事連の指摘をうけ、右下の注記を修正

2026/3/26川原
・２ぽつ、14スライドと同じ文言で更新しました。
支払いではなく請求に転じる可能性は、通年稼働電

源でも発生しうる可能性のため。

◼ 容量確保契約金額を12で除した金額から実需給期間中の経済的ペナルティ等を差し引いた金額を、
容量提供事業者に各月支払う仕組みとなっているため、期中運開電源については運開前から各月の
容量確保契約金額の支払いが行われる。

◼ このため、期中運開の電源のケースにおいては、供給力の提供開始前（運開前）に支払が開始さ
れることから、経済的ペナルティ等の差し引きを行うと請求が生じる可能性がでてしまう。



13（参考）容量確保契約金額の支払時期（約款より）

容量確保契約約款
より
（2026年2月）



14３．期中運開電源に関するリクワイアメントの検討の方向性

◼ 期中運開電源に関するリクワイアメント等に関する検討項目と対応の方向性を以下に示す。

◼ ①②③の項目について次ページ以降で詳しく説明する。

検討内容 対応の方向性検討項目

「計画停止」のリクワイ
アメントについて

①

実需給期間中の経済
的ペナルティの月間上
限額について

②

容量確保契約金額の
支払時期について

③

期中運開電源の場合、運開前の期間については容量停止計画
の対象外のため、例えば11月1日に運開する電源は、運開後の
全期間で容量停止計画を提出した場合においても、控除日数に
収まる。

実需給期間中の経済的ペナルティの月間上限額は容量確保契
約金額×18.3%としている。期中運開電源は、運開後の全期
間で経済的ペナルティが上限まで発生した場合において、容量確
保契約金額よりも経済的ペナルティ金額が下回る場合がある。

容量確保契約金額を12で除した金額から実需給期間中の経済
的ペナルティ等を差し引いた金額を、容量提供事業者に各月支
払う仕組みとなっているため、期中運開電源については運開前か
ら各月の容量確保契約金額の支払いが行われる。このため、期
中運開後の経済的ペナルティの状況によっては、月ごとの経済的
ペナルティが容量確保契約金額を上回る可能性が高くなる。

年間のコマ数と、1コマあたりのペナルティレートを、運
開後の期間ごとに設定する。

月間上限額を、運開後の期間ごとに設定する。

容量確保契約金額を運転月数で除した額を各月
に支払うこととし、運開後に支払を開始する。

2026/3/25川原
・電事連の指摘をうけ、③の検討内容の末尾部分を修
正

容量確保契約金額を12で除した金額から実需給期間中の経
済的ペナルティ等を差し引いた金額を、容量提供事業者に各
月支払う仕組みとなっているため、期中運開電源については運
開前から各月の容量確保契約金額の支払いが行われる。この
ため、期中運開後の経済的ペナルティの状況によっては、未回
収リスクが生じる。



15４．期中運開電源に関するリクワイアメントの見直し案
①運開後に出力停止等があった場合のペナルティレート

◼ 検討の方向性としては、既設電源との公平性を考慮し、運開の時期に応じた控除日数と1コマあたり
のペナルティレートを設定することが考えられる。

◼ 期中運開電源の場合、以下表のとおり、控除日数と、1コマあたりのペナルティレートを、運開後の
期間に応じて設定することとしてはどうか。

事例①

0.0125% （約款に記載の通り）4月

0.0148% （ （ 110% ÷ （185 × 304 ÷ 365） ） ÷ 48 ）6月

0.0134% （ （ 110% ÷ （185 × 335 ÷ 365） ） ÷ 48 ）5月

0.0165% （ （ 110% ÷ （185 × 274 ÷ 365） ） ÷ 48 ）7月

0.0213% （ （ 110% ÷ （185 × 212 ÷ 365） ） ÷ 48 ）9月

0.0186% （ （ 110% ÷ （185 × 243 ÷ 365） ） ÷ 48 ）8月

運開月 ペナルティレート※２

0.0248% （ （ 110% ÷ （185 × 182 ÷ 365） ） ÷ 48 ）10月

0.0373% （ （ 110% ÷ （185 × 121 ÷ 365） ） ÷ 48 ）12月

0.0299% （ （ 110% ÷ （185 × 151 ÷ 365） ） ÷ 48 ）11月

0.0502% （ （ 110% ÷ （185 × 90 ÷ 365） ） ÷ 48 ）1月

0.1458% （ （ 110% ÷ （185 × 31 ÷ 365） ） ÷ 48 ）3月

0.0766% （ （ 110% ÷ （185 × 59 ÷ 365） ） ÷ 48 ）2月

8,640コマ（180日相当、約款に記載の通り）4月

7,196コマ（8,640コマ × 304 ÷ 365 ）6月

7,929コマ（8,640コマ × 335 ÷ 365 ）5月

6,485コマ（8,640コマ × 274 ÷ 365 ）7月

5,018コマ（8,640コマ × 212 ÷ 365 ）9月

5,752コマ（8,640コマ × 243 ÷ 365 ）8月

運開月 控除日数（コマ数）※１

4,308コマ（8,640コマ × 182 ÷ 365 ）10月

2,864コマ（8,640コマ × 121 ÷ 365 ）12月

3,574コマ（8,640コマ × 151 ÷ 365 ）11月

2,130コマ（8,640コマ × 90 ÷ 365 ）1月

733コマ   （8,640コマ × 31 ÷ 365 ）3月

1,396コマ（8,640コマ × 59 ÷ 365 ）2月

※１※２ 検討会で整理を行うにあたり必要なイメージを記載、詳細な数字は業務マニュアル等で詳細説明。
また、月途中で運開する場合は、翌月より運開するものとする。

0.0125% （ （ 110% ÷ （185 × 365 ÷ 365） ） ÷ 48 ）4月

0.0145% （ （ 110% ÷ （185 × 304 ÷ 365） ） ÷ 48 ）6月

0.0125% （ （ 110% ÷ （185 × 335 ÷ 365） ） ÷ 48 ）5月

0.0166% （ （ 110% ÷ （185 × 274 ÷ 365） ） ÷ 48 ）7月

0.0208% （ （ 110% ÷ （185 × 212 ÷ 365） ） ÷ 48 ）9月

0.0187% （ （ 110% ÷ （185 × 243 ÷ 365） ） ÷ 48 ）8月

運開月 ペナルティレート※２

0.0250% （ （ 110% ÷ （185 × 182 ÷ 365） ） ÷ 48 ）10月

0.0375% （ （ 110% ÷ （185 × 121 ÷ 365） ） ÷ 48 ）12月

0.0291% （ （ 110% ÷ （185 × 151 ÷ 365） ） ÷ 48 ）11月

0.0500% （ （ 110% ÷ （185 × 90 ÷ 365） ） ÷ 48 ）1月

0.1458% （ （ 110% ÷ （185 × 31 ÷ 365） ） ÷ 48 ）3月

0.0770% （ （ 110% ÷ （185 × 59 ÷ 365） ） ÷ 48 ）2月

2026/3/23川原
・理事からのご指摘をうけ、ペナルティレートを修正。
そもそも、一日当たりのレート（ 110% ÷ （185 ×
365 ÷ 365） を小数点第3位で丸め、それを4で除
したのちに小数点第6位で丸めていた。（そうしないと
0.0125%にならない）
同じ計算だと5月運開も0.0125%になることから、5月
以降の運開については、前段の丸め処理を実施せず、
小数点第6位で丸めるのみとした。
通年稼働のものを同じ式にすると0.0123%となり、シ
ステムの設定修正も含め、影響が大きいので、通年の
係数は据え置きとした。

2026/3/24川原
・控除日数、ペナルティレート4月の記載っぷりを修正



16４．期中運開電源に関するリクワイアメントの見直し案
（参考）①運開後に出力停止等があった場合のペナルティレート

◼ 運開の時期に応じた控除日数と1コマあたりのペナルティレートを設定した場合の、ペナルティの算定結
果を以下に示す。

＜発電所Aの前提条件＞
新設電源であり11月1日から運開
定格出力：30,000kW
アセスメント対象容量：右表のとおり
契約容量：12,500kW
契約単価：12,000 円/kW
容量確保契約金額：150,000,000円

発電所A

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

アセスメント対象容量（単位：kW）

＜経済的ペナルティ＞
容量確保契約金額×
（年間停止コマ相当
数ー3,574）
×0.0125%

＜経済的ペナルティ＞
容量確保契約金額×
（年間停止コマ相当
数ー3,574）
×0.0299%

控
除
日
数
の
み

見
直
し
た
算
定

日
数
・
レ
ー
ト
を

見
直
し
た
算
定

算定式

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

未達成コマ 0 0 0 0 0 0 0 1,440 1,488 1,488 1,344 1,488

未達成コマ
(累積)

0 0 0 0 0 0 0 1,440 2,928 4,416 5,760 7,248

ペナルティ 
円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,787,500 25,200,000 27,900,000

※停止コマ数は3574として、また月間上限額は撤廃されているものとして計算。

容量確保契約金額ー全月分の経済的ペナルティ
＝150,000,000-(15,787,500＋ 25,200,000＋ 27,900,000)=81,112,500 円

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

未達成コマ 0 0 0 0 0 0 0 1,440 1,488 1,488 1,344 1,488

未達成コマ
(累積)

0 0 0 0 0 0 0 1,440 2,928 4,416 5,760 7,248

ペナルティ 
円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,763,700 60,278,400 66,736,800

容量確保契約金額ー全月分の経済的ペナルティ
＝150,000,000-(37,763,700＋ 60,278,400＋ 66,736,800)=▲14,778,900 円

未達成コマ・経済的ペナルティ推移

事例①
2026/3/24川原
・（参考）とした

2026/3/24川原
・15スライドを修正したので、11月運開の係数が
0.0291%→ 0.0299%になったため、
見直し案の数値を修正

＜経済的ペナルティ＞
容量確保契約金額×
（年間停止コマ相当
数ー3,574）
×0.0291%

見
直
し
案
の
算
定

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

未達成コマ 0 0 0 0 0 0 0 1,440 1,488 1,488 1,344 1,488

未達成コマ
(累積)

0 0 0 0 0 0 0 1,440 2,928 4,416 5,760 7,248

ペナルティ 
円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,753,300 58,665,600 64,951,200

容量確保契約金額ー全月分の経済的ペナルティ
＝150,000,000-(36,753,300＋ 58,665,600＋ 64,951,200)=▲10,370,100 円

見
直
し
無
の
算
定

見
直
し
案
の
算
定

2026/3/25川原
・電事連の指摘をうけ、ボディ部分の2例の表題を修正
した。



17４．期中運開電源に関するリクワイアメントの見直し案
②実需給期間中の経済的ペナルティの月間上限額レート

◼ あああああ◼ 実需給期間中の月間上限額は、早期に上限まで経済的ペナルティが生じた場合においても、年間を
通じて供給力の提供を行うことに対するインセンティブとして設定している。

◼ 現在の月間上限額のレートは、年間を通して供給力を提供することを前提に設定していることから、期
中運開電源については、運開月に応じたレートを設定することが考えられる。

◼ 現行の整理では「高需要期の6か月間のインセンティブを確保するため、年間上限額の110%を
６で除して18.3％としている」ことを踏まえ、以下のとおり期中運開電源のレートを設定してはどう
か。

事例②

＜期中運開電源の月間上限額の考え方＞

※検討会で整理を行うにあたり必要なイメージを記載、詳細な数字は業務マニュアル等で詳細説明。
※実際のペナルティ金額は年間上限額の110%を考慮。
※月途中で運開する場合は、翌月より運開するものとする。

※検討会で整理を行うにあたり必要なイメージを記載、詳細な数字は業務マニュアル等で詳細説明

2026/3/23川原
・理事からのご指摘をうけ、18すらと同内容の注記を追
記。
・月間上限額の％表記はないと違和感があるので復活
させました。

18.3% （110% ÷ 6か月）4月

22.0% （110% ÷ 5か月）6月

20.0% （110% ÷ 5.5か月）5月

24.4% （110% ÷ 4.5か月）7月

31.4% （110% ÷ 3.5か月）9月

27.5% （110% ÷ 4か月）8月

運開月 月間上限額

36.7% （110% ÷ 3か月）10月

55.0% （110% ÷ 2か月）12月

44.0% （110% ÷ 2.5か月）11月

73.3% （110% ÷ 1.5か月）1月

規定なし （年間上限額を超過するため）3月

110.0% （110% ÷ 1か月）2月

運開月 月間上限額

220.0% （110% ÷ 0.5か月）3月

2026/3/24川原
・220%表記は避けるべきの声があるため修正しました。

◼ 計画停止のリクワイアメントにおける経済的ペナルティについては、1年間停止としていた場合に経済的
ペナルティが年間上限額（容量確保契約金額の110％）となるように設計されている。

※検討会で整理を行うにあたり必要なイメージを記載、詳細な数字は業務マニュアル等で詳細説明。
※実際のペナルティ金額は年間上限額の110%を考慮。
※月途中で運開する場合は、翌月より運開するものとする。



18４．期中運開電源に関するリクワイアメントの見直し案
 （参考） ②実需給期間中の経済的ペナルティの月間上限額レート

◼ 運開の時期に応じた経済的ペナルティの月間上限額レートを設定した場合の、ペナルティの算定結果
を以下に示す。

＜発電所Aの前提条件＞
新設電源であり11月1日から運開
定格出力：30,000kW
アセスメント対象容量：右表のとおり
契約容量：12,500kW
契約単価：12,000 円/kW
容量確保契約金額：150,000,000円

発電所A

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

アセスメント対象容量（単位：kW）

運開後の全期間中で経済的ペナルティが月間上限額まで発生した場合

金額 備考

①容量確保契約金額 150,000,000円

18.3%の場合
（現在）

②ペナルティ合計 137,250,000円 ①×18.3%×５か月

①－②  12,750,000円

44.0%の場合 ②‘ペナルティ合計 330,000,000円 ①×44.0%×５か月

①－②‘ -180,000,000円

※年間上限値は考慮せずに算定。実際のペナルティ金額は年間上限額の110%を考慮し、165,000,000円

事例②
2026/3/24川原
・（参考）とした

※年間上限値は考慮せずに算定。実際のペナルティ金額は年間上限額の110%を考慮し、15,000,000円

2026/3/26川原
・注記の数値を修正
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◼ 現行の仕組みでは、運開後に容量確保契約金額を超える経済的ペナルティが生じた場合に、月ごと
の経済的ペナルティが容量確保契約金額を上回る可能性が高くなる。

◼ そのため、期中運開電源に対しては、供給力の提供開始後（運開後）に支払を開始することとし、
容量確保契約金額を運開後の月数で除した額を各月に支払う※こととしてはどうか。

＜発電所Aの前提条件＞
新設電源であり11月1日から運開
定格出力：30,000kW
アセスメント対象容量：右表のとおり
契約容量：12,500kW
契約単価：12,000 円/kW
容量確保契約金額：150,000,000円

発電所A

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

アセスメント対象容量（単位：kW）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

容量確保契約
金額（月額）
【円】

0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000

経済的ペナル
ティ【円】

0 0 0 0 0 0 0 27,450,000 27,450,000 27,450,000 27,450,000 27,450,000 137,250,000

月ごとの収支
【円】

0 0 0 0 0 0 0 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 12,750,000

期中運開電源の容量確保契約金額の支払イメージ

４．期中運開電源に関するリクワイアメントの見直し案
③容量確保契約金額の支払時期について

事例③

容量確保契約金額を運転月数で按分
30,000,000円/月 ＝ 150,000,000円 ÷５か月

※経済的ペナルティは18.3%として計算しています。

運開前は支払なし

※容量確保契約金額を運開後の月数で除した額から、実需給期間中の経済的ペナルティ等を減じた金額が正値の場合。負値の場合は請求となる。
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◼ 11月1日の運開以降の全期間で、容量停止計画を提出し出力停止した期中運開電源に対して、 
①～③の対応案をすべて実施した場合における経済的ペナルティ等の試算結果を以下に示す。

＜発電所Aの前提条件＞
新設電源であり11月1日から運開
定格出力：30,000kW
アセスメント対象容量：右表のとおり
契約容量：12,500kW
契約単価：12,000 円/kW
容量確保契約金額：150,000,000円

発電所A

４．期中運開電源に関するリクワイアメントの見直し案
 （参考） ①～③の見直しを行った場合の試算

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

①～③
実施

経済的ペナルティ
【円】

0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,763,700 60,278,400 66,736,800 164,778,900

容量確保契約金
額の支払額【円】

0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000

月ごとの収支
【円】※4

0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000 7,763,700 30,278,400 36,736,800 14,778,900

※１
※２

842コマでペナルティ発生

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

0 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

アセスメント対象容量（単位：kW）

※１※２ ①計画停止は3574コマ、コマ毎のペナルティレート0.0299%とする
※３ ②実需給期間中の経済的ペナルティの月間上限額は44.0%とする（18.3%の場合の月間上限値は27,450,000円、44.0%の場合は66,000,000円）
※４ 黒字の金額は事業者への支払額であり、赤字が事業者への請求額
※５ ③期中運開電源に対する支払は運開月分からの支払いとし、運開後の期間で容量確保契約金額を按分した金額とする

※２

全コマでペナルティ発生

※３

※5

2026/3/24川原
・（参考）とした

2026/3/24川原
・15スライドを修正したので、11月運開の係数が
0.0291%→ 0.0299%になったため、
各数値を修正

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

①～③
実施

経済的ペナルティ
【円】

0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,753,300 58,665,600 64,951,200 160,370,100

容量確保契約金
額の支払額【円】

0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 150,000,000

月ごとの収支
【円】※4

0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000 6,753,300 28,665,600 34,951,200 10,370,100

※１
※２

842コマでペナルティ発生

※１※２ ①計画停止は3574コマ、コマ毎のペナルティレート0.0291%とする
※３ ②実需給期間中の経済的ペナルティの月間上限額は44.0%とする（18.3%の場合の月間上限値は27,450,000円、44.0%の場合は66,000,000円）
※４ 黒字の金額は事業者への支払額であり、赤字が事業者への請求額
※５ ③期中運開電源に対する支払は運開月分からの支払いとし、運開後の期間で容量確保契約金額を按分した金額とする

※２

全コマでペナルティ発生

※３

※5



21５．まとめ

◼ 容量市場では、落札電源に対して年度毎に契約を締結し、実需給年度を通じた供給力の提供を求
めている。

◼ ただし新設電源は運開時期が期中となる場合が想定されるため、運開時期を不要に翌年度へ遅らせ
ることのないよう、参加登録時の期待容量の登録において、運転開始前期間のアセスメント対象容量
を０として登録を行うことで、期中運開を年間の契約容量に反映している。

◼ 今回、上記に該当する新規運開電源に関して、計画停止をはじめとしたリクワイアメント・ペナルティの
見直し案の検討を行った。

◼ 次回以降、これまでの国の審議会での整理も踏まえ、運開遅延の扱いについても検討を進めていく。
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